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然
し
乍
ら
、
編
輯
者
を
任
命
し
、
而
し
て
、
編
輯
者
に
依
存

す
る
の
は
、
た
し
か
に
薪
聞
企
業
者
で
は
な
い
。
薪
聞
企
業
者

は
利
潤
を
追
求
す
る
。
薪
聞
企
業
者
は
、
此
の
目
的
の
為
め
に
、

あ
ら
り
る
広
告
の
方
法
を
構
じ
、
違
算
な
き
こ
と
を
期
す
る
の

で
あ
る
。
新
聞
企
業
者
に
と
っ
て
は
、
編
輯
は
、
費
用
を
高
め

る
損
害
以
上
に
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
薪
聞
企
業
者
に
使

は
れ
て
い
る
処
の
編
輯
が
よ
り
よ
く
働
け
ば
、
そ
れ
に
応
じ
て
、

広
告
の
部
分
は
よ
り
大
な
る
吸
引
カ
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
企

業
者
と
薪
聞
の
編
輯
内
容
と
の
間
に
、
、
広
告
が
立
ち
、
両
者
間

の
申
間
形
成
物
で
あ
る
。
此
の
形
成
物
に
於
い
て
、
公
衆
は
、

企
図
的
に
、
公
的
利
害
と
私
的
利
害
と
の
間
の
薄
明
に
置
か
れ

る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
編
輯
者
は
、
如
何
に
し
て
、
編
輯
部

分
に
於
い
て
支
払
は
れ
た
る
入
場
料
に
よ
っ
て
、
広
告
の
効
果

が
強
化
さ
れ
る
こ
と
を
、
妨
げ
ん
と
欲
す
る
か
。

　
然
し
、
新
聞
発
行
者
が
、
そ
の
仕
事
に
於
い
て
、
理
想
的
な

目
的
を
追
求
す
る
処
の
、
彼
の
稀
な
る
企
業
者
に
属
す
る
も
の

と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
又
は
彼
が
、
そ
の
編
輯
を
自
由
に
許
さ

し
め
る
な
ら
ば
、
彼
の
仕
事
の
上
の
利
害
を
も
亦
、
最
も
よ
く
．

守
る
と
云
う
信
念
で
生
き
る
と
き
に
、
編
輯
は
制
限
さ
れ
た
、

誤
る
人
、
即
ち
多
少
の
差
は
あ
る
が
、
制
隈
さ
れ
た
洞
見
と
経

験
の
人
に
留
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
、
公
的
見
解
の
脈
の

打
ヶ
方
を
注
意
す
可
き
、
而
し
て
、
是
に
従
い
大
衆
を
指
導
し
、

導
く
可
き
、
可
な
り
難
か
し
い
職
能
の
人
え
は
、
た
し
か
に
、

常
に
必
ず
し
も
等
し
い
程
度
に
於
て
は
、
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

若
干
の
場
合
に
於
い
て
は
、
彼
等
の
間
の
最
善
の
人
及
は
、
次

の
こ
と
を
、
そ
の
義
務
と
し
て
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
公



の
意
見
に
、
ポ
ツ
セ
（
勺
◎
己
・
竃
）
が
欲
す
る
如
き
、
彼
等
の
「
不

明
瞭
な
感
じ
、
形
態
、
色
彩
及
び
作
用
カ
」
を
授
け
る
こ
と
の

代
り
に
、
総
て
の
カ
を
以
て
反
対
す
る
。

　
其
の
外
に
は
、
彼
の
評
論
の
根
本
思
想
は
、
何
等
新
ら
し
い

も
の
で
は
な
い
。
彼
は
す
で
に
種
々
の
例
か
ら
代
表
さ
れ
る
に

至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
最
も
感
激
に
充
ち
て
、
ヱ
ミ
ー
ル
・
ゾ

ラ
　
（
向
昌
亭
Ｎ
ｏ
５
）
の
演
説
に
於
い
て
代
表
さ
れ
て
い
る
。

此
の
演
説
は
、
一
八
九
三
年
九
月
、
国
際
薪
聞
記
者
会
議
の
席

上
で
為
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
此
の
演
説
に
於
い
て
、
英

国
人
に
出
来
る
だ
け
多
く
世
辞
を
述
べ
る
こ
と
に
、
努
カ
し
た

の
で
あ
る
。

　
ゾ
ラ
（
Ｎ
ｏ
５
）
は
、
英
国
の
薪
聞
を
、
そ
の
単
一
と
カ
の

為
め
に
賞
讃
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
彼
は
是
を
匿
名
主
義

に
帰
す
る
。
是
に
仏
蘭
西
の
薪
聞
を
対
立
せ
し
め
る
。
仏
蘭
西

の
薪
聞
に
於
い
て
は
、
「
個
性
の
熱
」
が
支
配
し
て
居
り
、
匿

名
主
義
は
唯
政
治
的
部
分
の
為
め
に
、
承
認
せ
ん
と
欲
す
る
の

で
あ
る
。
然
る
に
一
方
、
彼
は
、
匿
名
主
義
を
、
文
学
的
及
び

芸
術
的
労
作
の
批
判
の
為
め
に
、
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
此
の

　
　
　
大
量
通
信
交
通
と
新
聞
の
匿
名
主
義
（
下
）
　
（
淡
川
）

際
、
彼
は
適
当
に
次
の
こ
と
を
挙
揚
し
て
い
る
。
即
ち
、
出
版

者
が
、
如
何
な
る
利
益
を
、
匿
名
主
義
に
関
連
せ
し
め
る
か
、

而
し
て
、
薪
聞
記
者
が
、
如
何
な
る
利
益
を
、
有
名
主
義
に
関

連
す
る
か
。

　
大
な
る
実
在
論
者
の
言
葉
は
、
総
て
の
薪
聞
同
類
の
如
く
に
、

速
か
に
消
失
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
世
界
平
和
」
及
ぴ

「
民
族
の
連
結
」
に
は
、
国
際
薪
聞
記
者
会
議
は
、
貢
献
す
る

に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
英
国
の
薪
聞
に
於
け

る
人
格
的
要
素
は
、
四
分
の
一
世
紀
以
来
、
よ
り
強
化
さ
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
此
の
点
に
於
い
て
、
ゾ
ラ
（
Ｎ
ｏ
庁
）
は
、

誤
見
に
陥
っ
て
居
る
。
彼
は
、
た
と
ひ
、
匿
名
主
義
を
、
新
聞

内
容
の
政
治
的
部
分
に
対
し
て
の
み
、
排
斥
せ
ん
と
欲
し
て
も
、

一
の
論
理
的
錯
誤
の
為
め
に
、
責
任
が
あ
る
。
蓋
し
、
今
日
事

物
が
位
置
す
る
如
く
に
、
次
の
最
も
多
く
の
こ
と
が
、
此
の
誤

り
に
集
申
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
が
、
薪
聞
の
批
評
的
叉

は
文
学
的
貢
献
に
つ
い
て
、
云
友
し
て
居
り
、
而
し
て
、
此
の

為
め
に
、
彼
は
、
匿
名
主
義
を
排
斥
せ
ん
と
欲
す
る
。
勿
論
、

彼
に
は
、
最
も
百
名
な
英
国
の
薪
聞
の
一
で
あ
る
処
の
、
標
準

　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
（
三
九
一
）
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の
運
命
が
、
尚
ほ
知
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
彼
が

人
格
的
特
色
を
矢
っ
た
時
に
、
減
亡
し
た
が
、
此
の
特
色
は
、

彼
以
前
の
所
有
者
の
遺
言
状
の
賢
明
さ
を
確
保
せ
ん
こ
と
を
、

試
っ
て
了
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
一
六
年
の
二
月
、
彼
は
倫
敦

に
於
て
競
売
さ
れ
た
が
、
此
の
競
売
は
、
唯
一
の
言
い
値
も
与

え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
申
止
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
現
今
、
新
聞
の
労
務
に
身
を
俸
げ
る
人
友
に
と
っ
て
は
、

殆
ど
常
に
、
次
の
様
な
こ
と
が
、
云
は
れ
て
居
る
。
即
ち
「
総

て
の
希
望
を
消
矢
せ
し
め
よ
。
」
。
編
輯
へ
の
一
歩
は
、
あ
た
か

も
獅
子
の
穴
へ
の
歩
み
入
れ
と
同
様
で
あ
っ
て
、
「
多
く
の
痕

跡
が
中
へ
導
く
か
、
然
し
外
へ
の
導
き
は
な
い
。
」
。
編
輯
者
の

能
力
及
び
才
能
を
何
人
と
雛
も
、
新
闘
企
業
者
以
外
に
は
、
知

る
者
が
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
彼
の
、
将
来
の
、
職
業
え

の
運
命
は
、
一
に
新
聞
企
業
者
に
依
存
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

彼
は
白
己
を
卓
越
せ
し
む
可
き
機
会
を
一
も
狩
た
な
い
。
日
序
、

彼
の
精
神
労
働
は
、
薪
聞
内
容
の
、
無
名
の
鉛
の
申
に
消
失
す

る
。
彼
は
ペ
ン
を
以
て
労
働
を
強
制
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
、
あ

た
か
も
、
大
地
主
が
水
呑
頁
姓
を
ハ
ッ
ク
叉
は
大
鎌
を
以
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
（
三
九
二
）

其
の
労
働
を
強
要
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、

何
ら
昇
進
の
途
が
開
け
て
居
ら
ず
、
而
し
て
、
若
し
彼
が
其
の

地
位
を
夫
う
な
ら
ば
、
彼
は
何
処
か
他
の
処
で
、
再
び
以
前
か

ら
初
め
得
可
く
、
愉
快
で
あ
る
に
相
違
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
国
民
の
最
高
の
利
害
に
奉
仕
し
て
い
る
人
友
の
、
此
の
希
望

の
な
い
依
存
に
於
い
て
、
新
聞
に
於
け
る
匿
名
主
義
の
最
も
弊

害
の
あ
る
結
果
の
一
つ
が
存
す
る
。
若
し
も
、
有
能
な
薪
聞
記
－

者
が
、
そ
の
新
聞
の
読
者
層
に
知
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
単

に
其
の
新
聞
に
於
い
て
の
み
ら
な
ず
、
叉
若
干
の
、
他
の
領
域

に
於
い
て
、
彼
に
対
し
て
、
一
の
軌
道
が
開
け
る
で
あ
ろ
う
。

此
の
軌
道
は
、
彼
を
し
て
昇
進
せ
し
め
、
而
し
て
、
彼
の
カ
を

杜
会
に
対
し
て
有
効
的
た
ら
し
め
、
其
の
力
が
最
も
よ
く
利
用

さ
れ
得
る
処
で
、
働
か
す
様
に
す
る
の
で
あ
る
。
其
の
申
の
一

人
は
、
多
分
、
都
市
の
白
治
行
政
に
於
い
て
、
彼
に
適
当
な
地

位
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
叉
他
の
一
人
に
は
、
世
人
は
、
風
会

の
選
挙
に
当
っ
て
、
学
間
上
の
職
業
に
あ
た
っ
て
、
多
分
、
外

交
官
叉
は
大
臣
の
地
位
の
占
有
に
あ
た
っ
て
、
夫
友
、
是
を
顧

み
る
で
あ
ろ
う
。
是
等
の
地
位
に
は
、
今
日
展
友
、
最
も
適
切



な
カ
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
公
の
奉
仕
に
、
身
を
捧
げ
る

に
至
っ
た
人
は
、
現
今
、
多
く
の
事
物
に
ま
で
百
少
、
、
あ
り
、

而
し
て
、
一
の
国
民
は
、
才
能
に
は
余
り
卓
越
し
て
い
な
い
こ

と
が
常
で
あ
る
。
為
め
に
、
国
民
は
現
存
の
才
能
を
利
用
し
尽

す
こ
と
を
断
念
し
、
而
し
て
、
次
の
様
な
制
度
を
成
一
“
せ
し
め

得
る
で
あ
ら
う
。
期
．
ち
、
弄
、
れ
は
競
争
を
麻
痒
し
、
而
し
て
、

私
企
業
者
に
、
最
も
貴
重
な
精
神
労
作
を
、
搾
取
の
為
め
に
委

ね
る
の
で
あ
る
。

　
一
国
の
薪
聞
は
、
才
幹
を
畏
縮
せ
し
め
て
は
な
ら
な
い
の
で

あ
っ
て
、
是
を
誘
引
、
成
長
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
、
そ

の
勤
め
に
と
っ
て
は
、
最
良
の
ぎ
の
が
、
充
分
よ
い
か
ら
で
あ

る
。
其
の
人
は
、
人
格
的
に
他
人
よ
り
卓
越
す
可
き
努
力
を
、

先
ず
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
、
世
人
が
、
此
の
、
名

誉
心
と
混
同
し
て
は
な
ら
ぬ
処
の
努
力
を
如
何
に
評
し
よ
う
と

も
、
そ
れ
は
、
多
く
の
、
最
も
貴
重
な
行
動
の
源
泉
で
あ
り
、

総
て
の
杜
会
的
進
歩
の
根
元
で
あ
る
。
企
業
家
、
そ
の
勤
勉
活

渡
な
行
動
を
、
世
人
は
、
動
も
す
れ
ば
、
不
当
に
も
、
最
も
荒

涼
た
る
貨
殖
家
へ
帰
着
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
の
で
あ
る
。
此
の

　
　
　
大
量
通
信
交
通
と
新
聞
の
匿
名
主
義
（
下
）
（
淡
川
）

企
業
家
す
ら
、
彼
の
努
力
に
於
い
て
、
そ
の
高
い
存
在
目
的
を

冠
出
し
、
而
し
て
、
此
の
昌
灼
に
よ
っ
て
、
遼
歩
の
一
般
的
原

則
に
参
加
す
る
の
で
あ
る
。
此
の
進
歩
は
、
枇
会
を
若
序
し
く
、

Ｈ
っ
新
鮮
に
保
持
す
る
。
吾
人
は
、
薪
聞
記
者
に
、
次
の
様
な

こ
と
を
断
念
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
、
弾
条
を
緊
張
し

て
保
つ
こ
と
、
こ
の
弾
条
の
作
用
は
、
多
く
の
他
の
職
業
分
野

に
於
て
は
、
疑
ひ
も
な
く
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
。

　
新
聞
記
者
た
る
の
職
業
は
、
官
吏
の
活
動
と
、
工
業
及
び
商

業
に
於
け
る
実
業
家
の
活
動
と
の
申
間
に
あ
る
。
官
吏
た
る
の

職
業
と
、
そ
れ
は
、
包
括
的
な
教
養
の
必
要
性
を
分
つ
。
然
し
、

其
の
地
位
の
名
誉
は
、
な
く
て
済
ま
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
此
の

職
務
は
、
此
の
名
誉
を
、
そ
の
勢
カ
、
彼
の
称
号
及
び
其
の
杜

会
上
の
効
果
を
自
か
ら
伴
う
の
で
あ
る
。
一
の
資
本
制
企
業
へ

の
参
加
は
、
彼
を
事
務
生
活
と
結
合
し
、
此
の
際
、
彼
は
、
直

接
に
、
そ
の
企
業
の
利
澗
及
び
成
功
に
関
与
す
る
こ
と
は
な
い
。

そ
の
職
業
に
は
、
そ
の
職
業
の
称
号
及
び
権
威
に
対
し
て
、
商

業
上
の
利
澗
に
対
す
る
も
の
と
同
様
に
、
償
う
処
の
要
素
を
加

え
る
こ
と
が
明
か
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
（
三
九
三
）

、
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匿
名
主
義
の
廃
止
と
共
に
、
全
体
の
薪
聞
内
容
が
、
差
引
き

さ
れ
て
高
ま
る
こ
と
は
、
何
等
疑
う
余
地
も
な
い
処
で
あ
る
。

次
の
こ
と
は
、
唯
余
り
に
容
易
に
釈
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即

ち
、
多
く
の
人
久
が
、
匿
名
主
義
の
保
護
の
下
に
、
彼
等
が
為

す
よ
り
も
、
よ
り
少
く
熟
考
し
、
若
し
、
彼
等
が
、
そ
の
名
前

を
以
っ
て
、
そ
の
主
張
に
対
し
て
保
証
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

場
合
に
は
、
良
心
的
に
且
つ
注
意
深
く
書
く
の
で
あ
る
。
薪
聞

の
煽
動
論
文
に
於
い
て
注
が
れ
、
而
し
て
、
世
界
戦
争
を
燃
や

す
に
至
っ
た
の
は
、
署
名
の
な
い
論
稿
で
あ
る
。
而
し
て
、
欧

洲
全
体
に
対
し
て
、
も
た
ら
す
に
至
っ
た
、
総
て
の
困
窮
に
対

し
て
、
何
人
を
責
任
あ
ら
し
む
可
き
か
、
誰
も
曽
て
知
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
薪
聞
な
し
に
は
、
諸
国
民
に
、
高
尚
な
血
液
の
流

れ
が
節
約
さ
れ
た
こ
と
は
、
何
等
疑
う
余
地
の
な
い
処
で
あ
る
。

軽
卒
な
、
憎
悪
に
満
さ
れ
た
、
美
辞
麗
旬
の
論
文
は
、
た
し
か

に
、
一
の
、
他
の
政
体
の
下
に
あ
っ
て
も
、
不
可
能
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
然
し
、
是
等
の
論
文
は
、
若
し
、
人
が
、
其
の

論
文
が
出
発
す
る
処
の
人
格
を
、
そ
の
真
の
価
値
に
応
じ
て

評
価
し
得
る
な
ら
ば
、
決
し
て
破
壊
的
に
は
働
か
な
い
で
あ
ろ

一
二
四
（
三
九
四
）

一
つ
。

　
か
く
論
じ
来
っ
て
、
吾
人
は
第
三
の
点
に
到
達
す
る
。
そ
の

点
と
は
、
薪
聞
に
於
け
る
匿
名
主
義
の
間
題
に
関
し
て
、
新
聞

に
対
す
る
公
衆
の
地
位
は
、
一
の
、
他
の
地
位
と
な
る
こ
と
を
、

結
論
す
る
。
多
く
の
人
に
と
っ
て
は
、
印
刷
さ
れ
た
語
は
、
そ

れ
自
体
、
一
の
暗
示
的
の
力
を
拷
つ
も
の
で
あ
る
。
教
養
の
な

い
人
は
、
若
し
、
彼
に
薪
聞
が
一
の
非
人
格
の
施
設
と
し
て
対

処
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
よ
り
高
い
、
公
表
の
一
種
の
如
く
に

う
け
と
る
の
で
あ
る
。
そ
の
書
机
か
ら
、
彼
に
話
す
の
は
、
シ

ュ
ル
ツ
エ
（
ｏ
り
ｏ
ぎ
－
冒
ｏ
）
氏
叉
は
ミ
ュ
ー
ラ
ー
（
竃
巨
－
ｇ
）
氏

で
は
な
く
し
て
、
い
は
ば
、
一
属
高
い
声
で
あ
っ
て
、
此
声
は

雲
か
ら
響
き
、
而
し
て
、
此
の
声
に
は
、
誰
し
も
反
対
す
る
こ

と
は
出
釆
な
い
の
で
あ
る
。
教
養
さ
れ
た
人
の
脳
髄
の
上
に
つ

ら
、
薪
聞
の
論
弁
の
重
み
は
、
悟
り
の
麻
痒
の
如
く
に
落
ち
る
。

「
新
聞
」
が
、
何
か
自
明
的
な
も
の
と
し
て
自
称
す
る
故
に
、

彼
に
は
、
誰
も
が
避
け
る
事
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
若
し
も
、

最
も
内
の
心
に
於
い
て
、
反
対
が
起
る
な
ら
ば
、
其
読
者
は
、

殆
ど
変
り
物
、
非
常
的
に
出
来
た
人
の
如
く
に
思
は
れ
る
。
此

い



の
総
て
の
、
新
聞
が
特
別
な
場
合
に
於
い
て
書
く
処
の
、
編
輯

者
の
意
見
を
、
　
「
公
け
の
意
味
」
と
し
て
発
現
せ
し
め
、
而
し

て
、
彼
が
書
ぐ
処
の
、
総
て
の
も
の
は
、
自
明
的
で
あ
り
、
而

し
て
、
臼
痴
者
の
み
が
是
と
異
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
云
う
信

念
を
起
す
故
に
、
此
の
感
を
深
く
す
る
の
で
あ
る
。

　
苫
し
、
人
が
、
誰
が
印
刷
機
に
よ
っ
て
読
者
に
話
し
か
け
て

い
る
か
を
知
る
な
ら
ば
、
此
の
こ
と
は
、
如
何
に
異
る
で
あ
ろ

う
。
印
刷
さ
れ
た
も
の
の
魔
術
的
の
意
味
は
、
即
座
に
消
失
す

る
で
あ
ろ
う
。
各
人
は
、
彼
が
或
る
一
定
の
人
を
、
そ
の
面
前

に
持
つ
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
人
と
、
彼
は
一
の
意

見
の
争
い
に
於
い
て
、
招
じ
込
む
こ
と
が
出
来
る
。
ポ
ツ
セ

（
勺
Ｃ
秦
）
が
云
う
が
如
く
に
、
公
衆
に
、
薪
聞
に
於
け
シ
ュ

ル
ツ
ヱ
（
○
０
２
巳
ｇ
ｏ
）
叉
は
ミ
ュ
ー
ラ
ー
（
く
巨
－
ｇ
）
に
、
間

も
な
く
倦
怠
を
覚
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、

真
相
で
は
な
い
と
思
う
。
此
の
主
張
は
、
そ
の
共
同
市
民
に
言

う
べ
き
利
実
関
係
を
、
何
も
持
た
な
い
人
人
々
に
あ
っ
て
は
、
正

し
い
の
み
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
の
為
め
に
、
こ
の
方
が
、
よ

り
よ
り
で
あ
ろ
う
。
有
能
な
編
輯
者
と
共
に
労
働
者
は
、
然
し
、

　
　
　
大
量
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信
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通
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義
（
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）
　
（
淡
川
）

読
者
に
於
い
て
も
亦
、
個
人
的
な
認
識
に
ま
で
到
達
す
る
で
あ

ろ
う
。
前
金
注
文
の
購
読
者
は
、
若
し
彼
が
か
か
る
人
の
名
前

を
、
一
の
論
文
の
下
に
於
い
て
見
る
な
ら
ば
、
彼
が
期
待
す
べ

き
も
の
を
直
ち
に
知
る
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
、
匿
名
か
ら
署
名
の
論
文
へ
の
推
移
は
、
た
し
か

に
、
其
の
利
益
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
此
の
推
移
は
、

吾
人
の
杜
会
の
精
神
生
活
の
重
要
な
部
分
に
於
い
て
、
真
実
と

公
明
正
大
と
を
、
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
此
の
精
神
生
活
に
於

い
て
は
、
爾
来
、
隠
れ
ん
坊
、
誤
れ
る
見
解
の
刺
激
、
単
な
る

眩
惑
等
が
、
支
配
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
編
輯
者
及
び
共
同
者

に
と
っ
て
、
彼
は
一
の
教
育
手
段
で
あ
ろ
う
。
此
の
手
段
は
、

彼
等
を
、
内
容
的
に
且
つ
形
式
的
に
、
彼
等
の
最
善
を
為
す
べ

く
、
彼
等
を
刺
激
す
る
で
あ
ろ
う
。
薪
聞
を
読
む
大
衆
に
と
っ

て
は
、
公
の
事
物
に
就
て
の
、
自
已
の
熟
考
の
為
め
の
覚
醒
で

あ
り
、
刺
激
で
あ
る
。
公
の
事
物
に
就
い
て
の
議
論
が
、
若
し

吾
人
が
一
の
意
見
の
背
後
に
あ
る
声
を
計
量
し
、
而
し
て
、
単

に
数
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
れ
ば
、
如
何
に
甚
し
く
成
功

を
収
め
る
で
あ
ろ
う
か
を
、
唯
指
示
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
（
三
九
五
）
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あ
る
。

　
此
の
際
、
失
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
処
の
、
唯
一

の
も
の
は
、
新
聞
の
発
行
者
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
故
人
の
薪
聞

記
者
の
友
人
の
如
く
に
、
是
を
薪
聞
の
所
有
者
と
名
付
け
る
こ

と
が
常
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
、
爾
来
、
其
の
編
輯
の
運
命
に
関

し
て
及
ぼ
し
て
来
た
処
の
力
の
一
部
分
を
、
失
う
で
あ
ろ
う
。

編
輯
者
は
、
単
な
る
三
文
文
士
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、

読
者
圏
の
内
部
の
価
値
評
価
を
後
楯
と
し
て
、
獲
得
し
、
此
の

後
楯
は
、
精
神
労
作
の
評
価
に
随
応
す
る
。
薪
聞
企
業
の
、
此

部
分
の
意
義
を
強
化
し
、
而
し
て
、
職
業
的
要
素
を
排
除
す
る

こ
と
は
、
確
に
何
等
考
慮
を
要
せ
な
い
処
で
あ
る
。
勿
論
、
最

近
発
行
者
は
、
そ
の
申
央
器
官
、
即
ち
薪
聞
の
発
行
に
対
し
て
、

全
体
の
、
新
聞
の
内
容
に
関
し
て
の
責
任
を
、
要
求
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。
編
輯
者
は
、
最
早
や
、
首
府
に
於
け
る
、
そ

の
代
表
者
に
よ
っ
て
、
報
告
を
最
高
の
、
国
の
官
衛
か
ら
受
け

る
可
き
に
非
ず
し
て
、
此
の
報
告
は
、
次
の
様
な
発
行
者
の
み

分
け
ら
れ
る
の
で
あ
ポ
・
即
ち
・
そ
の
発
行
者
は
・
昌
の
遂

行
す
る
薪
聞
記
者
に
訓
令
を
発
し
、
而
↓
て
、
そ
の
指
示
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
（
三
九
六
）

り
働
か
し
め
る
。
発
展
の
初
期
に
あ
っ
て
の
み
、
新
聞
記
者
の

層
に
於
い
て
、
悪
い
血
液
を
作
ら
し
め
る
に
至
っ
た
処
の
、
此

の
要
求
に
は
、
若
し
私
が
正
し
く
見
る
な
ら
ば
、
吾
人
の
薪
聞

記
者
は
、
一
の
、
内
部
の
分
裂
に
悩
み
、
而
し
て
、
一
の
、
統

一
的
の
指
導
の
下
へ
投
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
橋
渡
し
さ
れ
得

る
処
の
、
下
位
置
が
存
在
す
る
。
何
れ
の
部
分
、
即
ち
事
務
か
、

叉
は
編
輯
が
、
此
の
指
導
を
引
受
く
可
き
で
あ
る
か
の
問
題
は
、

前
者
の
為
め
に
な
る
様
に
決
定
さ
れ
る
。
編
輯
は
仕
へ
、
発
行

者
の
利
害
に
服
従
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
此
の
こ
と
は
、
大
衆
が
薪
聞
を
考
察
す
る
こ
と
を
常
と
す
る

観
点
と
は
、
殆
ど
一
致
せ
な
い
の
で
あ
る
。
大
衆
に
取
っ
て
ば
、

編
輯
の
部
分
が
主
要
な
事
項
で
あ
り
、
広
告
は
、
縦
令
望
ま
れ

な
い
こ
と
は
な
い
が
、
然
し
前
金
予
約
者
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ

な
い
附
加
物
と
し
て
、
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
此
の
附
加
物

を
、
人
は
甘
受
す
る
。
そ
れ
は
、
此
の
附
加
物
な
し
に
は
、
公

の
事
件
に
関
す
る
報
告
及
び
議
論
は
、
持
た
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
編
輯
者
も
亦
、
そ
の
仕
事
を
、
薪
聞
の
本
質
的
な
も
の
と

し
て
考
案
す
る
こ
と
が
常
で
あ
る
。
故
に
編
輯
者
は
、
殊
ど
此



○

の
附
加
物
に
反
対
し
て
立
っ
た
処
の
紳
十
階
級
に
は
、
自
か
ら

進
ん
で
同
調
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
彼
等
に
は
、
何
か
他

の
方
法
が
残
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
爾
来
、
人
は
匿
名
主
義
の
間
題
に
は
、
是
等
の
圏
に
於
い
て

は
、
色
序
の
方
法
に
依
り
、
和
解
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
の
人
疋
は
、
次
の
様
な
観
念
の
上
に
立
脚
す
る
。
即
ち
、

薪
聞
は
非
人
格
の
施
設
と
し
て
、
公
に
対
立
し
、
此
の
施
設
に

於
い
て
は
、
人
格
で
な
く
し
て
、
‘
遮
断
さ
れ
た
全
体
と
し
て
、

外
へ
対
し
て
歩
む
処
の
、
全
体
の
内
容
が
、
決
定
的
で
あ
る
。

吾
人
は
、
す
で
に
次
の
こ
と
を
、
認
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
、
此
の
施
設
の
背
後
に
は
、
色
々
の
論
文
を
書
い
た
処
の

人
間
が
、
消
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
是
等
の
人
々
は
、
そ
の

精
神
的
労
作
物
の
知
ら
れ
た
層
に
於
い
て
は
、
有
名
で
あ
る
。

叉
は
、
彼
等
は
、
一
の
工
場
に
於
け
る
、
一
人
の
賢
明
な
労
働

者
の
如
く
に
出
現
し
、
そ
の
労
働
者
の
発
明
に
対
し
て
、
企
業

家
は
特
許
を
取
る
様
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
其
の
後
、
若
干
の
論
文
は
、
勿
論
其
の
著
者
の
産
物
で
、
は
な

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
是
等
の
論
文
は
、
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他
人
の
発
議
、
同
僚
と
の
談
合
、
政
党
人
、
国
民
、
代
表
者
、

国
家
行
政
の
指
導
人
物
と
の
相
談
等
か
ら
発
生
し
た
の
で
あ
っ

た
。
形
式
を
精
神
的
の
財
産
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
は
、
個
々

人
の
名
誉
感
情
に
反
し
た
こ
と
で
あ
り
、
其
の
個
々
の
人
々
は
、

他
人
の
思
想
に
形
式
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
此
の
種
の
、
協
カ

的
の
論
文
に
は
、
特
別
な
価
値
が
付
せ
ら
れ
る
可
き
か
、
ど
う

か
は
、
後
日
の
論
議
に
委
ね
ら
れ
て
も
よ
い
と
思
う
。
何
れ
に

し
て
も
、
是
等
の
論
文
は
、
時
間
の
命
令
が
支
配
的
で
あ
る
処

の
、
薪
聞
の
経
営
に
は
、
原
則
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
例
外

に
属
す
る
の
で
あ
る
。
他
人
と
の
、
先
行
し
た
論
議
に
立
脚
す

る
論
文
は
、
そ
の
著
者
の
、
白
由
力
精
神
的
創
作
物
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
此
の
著
者
は
、
彼
の
手
申
に
与
え
ら
れ
た
、
他

人
の
材
料
を
、
白
由
に
加
工
、
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
全
体
の

思
想
の
展
開
、
文
章
の
構
造
、
文
体
的
構
成
、
例
証
、
引
用
文
、

要
す
る
に
、
効
果
灼
の
、
著
述
的
の
実
行
は
、
縦
令
個
々
の
前

置
文
は
他
人
の
発
議
に
帰
せ
ら
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
著
者
に
属

す
る
。
一
枚
の
絵
画
に
就
い
て
見
れ
ば
、
其
の
揮
毫
者
の
、
自

由
な
精
神
上
の
創
作
物
と
、
相
識
及
び
芸
術
上
の
友
人
と
の
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
（
三
九
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話
に
帰
せ
ら
れ
よ
う
と
、
叉
根
本
理
念
の
、
他
人
と
の
批
判
的

の
論
評
の
贈
物
で
あ
ろ
う
と
、
是
等
を
峻
別
す
る
こ
と
が
殆
ど

不
可
能
で
あ
る
と
同
様
に
、
薪
聞
内
容
の
大
部
分
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
分
割
は
殆
ど
可
能
で
は
な
い
。
即
ち
、
個
々
断
片
記
事
の

著
者
が
、
そ
の
自
已
の
脳
髄
か
ら
探
り
来
た
っ
た
か
、
而
し
て
、

勉
人
の
影
響
に
依
つ
て
来
た
か
、
之
を
分
け
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
此
の
こ
と
は
、
精
神
的
の
創
作
物
に
あ
っ
て
は
、
何

等
異
る
処
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
冊
の
本
す
ら
、
吾
人
の
、
全

体
の
精
神
上
の
体
験
の
凝
結
物
を
形
成
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
最

大
の
、
精
神
上
の
英
雄
す
ら
、
次
の
様
に
１
観
れ
ば
、
独
立
的
な

創
作
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
彼
は
杜
会
の
影
響
を
脱
却
せ

ず
、
此
の
影
響
は
、
日
友
、
時
序
、
縦
令
彼
は
此
の
影
響
を
自

か
ら
求
め
ぬ
に
し
て
も
、
彼
に
作
用
す
る
こ
と
が
あ
る
、

　
こ
こ
に
署
名
に
反
対
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
理
由
が
、
吾
人
を
、

精
神
的
創
作
の
最
も
内
部
の
間
題
、
杜
会
に
よ
る
、
’
そ
の
意
識

さ
れ
ざ
る
、
而
し
て
、
気
付
か
な
い
制
約
へ
も
た
ら
す
な
ら
ば
、

此
の
観
点
は
、
尚
ほ
逢
か
に
大
な
る
効
果
を
、
次
の
様
な
場
合

に
件
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
薪
聞
が
国
民
の
声
及
び
国
民
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
（
三
九
八
）

見
に
表
現
を
与
え
ん
と
欲
し
、
而
し
て
、
薪
聞
を
「
公
の
意

見
」
た
ら
し
め
ん
と
努
カ
す
す
る
新
聞
が
数
千
人
を
動
か
す
こ

と
に
対
し
て
、
最
も
幸
福
な
形
を
見
出
す
術
を
知
っ
て
い
る
こ

と
に
、
叉
新
聞
が
暗
い
感
受
及
び
感
情
の
潮
流
か
ら
明
ら
か
な

判
断
と
、
而
し
て
、
決
然
た
る
要
求
を
為
し
、
叉
は
是
等
に
優

れ
る
立
証
を
以
て
対
抗
す
る
こ
と
に
、
日
刊
薪
聞
は
、
其
の
存

立
の
飯
を
求
め
つ
つ
あ
る
。
然
し
、
日
刊
新
聞
帖
、
此
の
方
面

に
於
い
て
、
何
を
創
造
す
る
か
と
云
へ
ば
、
上
の
様
な
事
情
あ

る
に
も
拘
ら
ず
、
個
人
的
の
刻
印
を
帯
び
、
而
し
て
、
構
成
の

功
績
は
、
云
は
れ
た
事
に
対
し
て
、
そ
の
名
前
を
以
っ
て
保
証

す
可
き
代
弁
者
と
し
て
登
場
す
る
人
の
一
要
求
を
基
礎
付
け
る

の
で
あ
る
。
是
に
対
し
て
責
任
を
負
う
の
は
、
彼
の
義
務
で
あ

る
。　

か
く
観
来
れ
ぱ
、
吾
人
は
次
の
、
主
な
る
理
由
に
到
達
す
る
。

そ
れ
は
、
署
名
に
反
対
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
を
常
と
す
る
。

次
の
文
で
あ
る
。
即
ち
、
追
述
に
対
す
る
保
護
、
此
の
保
護
は
、

若
し
も
、
著
者
が
、
国
家
の
有
カ
者
の
気
に
入
ら
ぬ
処
の
報
告

を
弘
布
し
、
叉
は
見
解
を
話
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
著
者
に
許
さ



れ
る
の
で
あ
る
。
吾
人
は
、
次
の
こ
と
を
認
容
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
即
ち
、
是
等
の
顧
慮
は
、
絶
対
的
主
権
の
時
代
に
あ
っ

て
は
、
一
の
役
目
を
果
す
ご
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
て
、
此
の

主
権
は
、
国
務
を
隠
す
こ
と
に
於
い
て
、
そ
の
所
有
階
級
の
安

全
を
認
め
、
而
し
て
、
異
端
者
を
、
卑
劣
な
残
酷
を
以
て
追
述

し
た
の
で
あ
る
。
然
し
、
立
憲
政
治
が
到
る
処
勝
利
を
占
め
、

議
会
制
度
が
発
生
す
る
に
至
っ
て
か
ら
、
広
大
な
る
大
衆
が
、

正
し
く
国
家
的
集
会
の
生
活
原
則
た
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
薪
聞
に
於
け
る
、
公
共
の
意
見
発
表
の
自
由
は
、
到

る
処
貫
徹
さ
れ
る
様
に
な
り
、
立
法
は
、
薪
聞
論
説
の
匿
名
を
、

責
任
あ
る
編
輯
人
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
保
せ
ん
と

試
み
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
此
編
輯
者
は
、
裁
判
に
対
し
て
、

全
体
の
、
薪
聞
の
著
者
と
し
て
効
カ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

此
の
認
容
が
、
大
低
の
薪
聞
に
於
け
る
、
薪
聞
内
容
の
、
現
今

の
鉱
大
さ
れ
た
状
態
に
際
し
て
は
、
殆
ど
現
実
に
沿
は
ぬ
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
説
明
を
侯
つ
ま
で
も
な
い
処
で
あ
る
。
主
筆

は
、
最
善
の
意
思
に
あ
っ
て
も
亦
、
此
の
場
合
、
次
の
様
な
こ

と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
総
て
の
も
の
を
読
み
、
而

　
　
　
大
量
通
信
交
通
と
新
聞
の
匿
名
主
義
（
下
）
　
（
淡
川
）

し
て
、
彼
の
罰
す
可
き
範
囲
に
於
い
て
、
印
刷
に
移
さ
れ
た
も

の
を
検
査
す
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
か
か
る
事
惰
あ
る
に
も

拘
ら
ず
、
刑
罰
の
厳
格
さ
は
、
薪
聞
に
於
い
て
欠
か
れ
る
に
至

っ
た
処
の
、
総
て
の
も
の
に
対
し
て
、
彼
に
適
用
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
縦
令
、
裁
判
所
が
、
罰
し
得
可
き
論
文
の
印
刷
に
対
し

て
、
責
任
あ
る
編
輯
者
を
、
是
等
の
状
態
を
認
め
て
、
単
に
科

料
罰
金
を
以
て
要
求
し
、
而
し
て
、
軽
卒
又
は
行
遇
ぎ
を
、
前

捉
と
し
よ
う
と
も
－
現
実
に
熟
考
を
経
、
又
は
悪
意
あ
る
犯

行
が
存
在
す
る
場
合
　
　
良
心
的
な
著
者
に
と
っ
て
は
、
若
し

一
人
の
他
人
が
彼
に
対
し
て
悩
む
な
ら
ば
、
名
誉
と
良
心
に
反

す
る
で
あ
ろ
う
。
犯
行
者
が
悩
む
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
代
り
に
、

他
人
が
悩
む
可
き
に
非
ら
ず
と
云
う
、
刑
法
上
の
原
則
は
、
破

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
立
法
上
の
不
合
理
を
防
止
す

る
為
め
に
、
世
人
は
、
　
「
編
輯
の
秘
密
」
の
幻
像
を
建
設
す

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
現
実
に
罪
あ
る
人
の
沈
黙

を
、
全
体
の
薪
聞
記
者
の
為
め
に
、
名
誉
に
関
す
る
事
項
と
す

る
様
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
他
の
面
か
ら
は
、
世
人
は
、

証
言
義
務
を
以
て
進
出
す
る
に
至
り
、
此
の
義
務
は
、
曽
て
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
九
（
三
九
九
）
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立
命
館
経
済
学
（
第
四
巻
・
第
三
号
）
．

友
見
受
け
ポ
れ
た
如
く
に
、
関
係
者
に
よ
っ
て
、
不
当
に
も
、

不
名
誉
の
要
求
と
し
て
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、

其
の
目
標
に
到
達
せ
な
か
っ
た
の
は
確
実
で
あ
り
、
而
し
て
、

「
名
義
上
の
編
輯
人
」
の
追
放
は
、
新
聞
の
、
全
体
の
協
労
者

に
対
し
て
、
一
の
、
蕗
い
侮
辱
で
は
な
い
か
、
叉
は
法
律
の
、

真
の
企
図
に
反
動
す
る
、
苦
し
い
廟
笑
で
は
な
い
か
。
・

　
此
の
場
合
、
各
人
が
、
ペ
ン
を
以
て
罪
を
犯
す
も
の
に
対
し

て
、
責
任
を
引
受
け
、
而
し
て
、
出
版
法
の
、
実
際
の
不
愉
快

極
る
虚
構
が
・
排
附
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
情
は
救
は
れ

得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
薪
聞
出
版
の
軽
卒
に
対
し
て
、

行
政
権
の
攻
撃
に
対
す
る
と
同
様
に
、
保
護
を
要
す
る
杜
会
に

対
し
て
の
み
該
当
せ
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
、
日
刊
新
聞
の
悪

意
あ
る
批
判
に
堕
落
す
る
人
に
、
禍
あ
る
こ
そ
、
望
ま
し
い
こ

と
で
あ
る
。
多
分
誤
解
か
ら
か
、
又
は
斜
に
把
握
さ
れ
た
事
実

か
ら
出
発
し
て
、
最
初
は
単
に
個
序
人
の
低
き
非
難
で
あ
っ
た

も
の
が
、
新
聞
か
ら
新
聞
へ
と
、
異
議
な
き
真
理
の
如
く
に
、
一

転
げ
廻
る
の
で
あ
る
。
初
め
の
輸
廓
が
弱
化
し
、
而
し
て
、
終

に
は
醜
き
批
判
よ
り
他
に
は
残
ら
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
〇
（
四
〇
〇
）

を
一
全
体
の
人
間
の
存
在
が
否
定
す
る
。
此
の
場
合
、
訂
正
叉

は
釈
明
は
、
何
の
役
に
立
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
、
最
等
が

薪
聞
紙
法
十
一
条
の
、
狭
い
眼
界
の
下
へ
も
た
ら
さ
れ
得
な
い

な
ら
ば
、
殆
ど
何
処
に
も
、
是
等
の
為
め
に
、
空
間
は
見
出
さ

れ
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
全
体
の
、
魔
女
の
遊
楽
の
、
最

初
の
著
者
は
、
若
し
、
彼
が
惹
起
し
た
も
の
に
対
し
て
感
情
を

持
っ
た
な
ら
ば
、
最
も
多
ぐ
不
思
議
が
る
で
あ
ろ
う
。
若
し
、

彼
が
、
以
前
か
ら
彼
の
名
前
を
以
て
、
彼
の
主
張
に
対
し
て
保

証
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
そ
の
主
張
を
よ
り

注
意
深
く
把
握
↓
、
一
層
根
底
に
基
礎
付
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
此
の
主
張
を
承
継
し
た
で
も
あ
ろ
う

処
の
、
総
て
の
他
の
薪
聞
は
、
一
の
、
特
定
の
人
間
の
菱
言
に
、

関
係
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
、
是
等
の
新

聞
は
、
今
日
唯
出
来
る
だ
け
、
少
し
も
勢
カ
の
な
い
薪
聞
器
官

を
引
用
す
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
っ
て
、
此
の
薪
聞
器
官
か

ら
、
彼
等
は
其
の
報
導
を
借
用
す
る
様
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ

る
。
日
刊
薪
に
於
い
て
、
個
人
的
の
名
誉
が
見
出
す
処
の
、
僅

か
の
保
護
は
、
助
を
求
め
て
叫
ぶ
。
確
か
に
、
刑
法
典
の
侮
辱



章
及
ぴ
誹
誘
車
の
下
へ
も
た
ら
さ
れ
る
処
の
も
の
は
、
禁
ぜ
ら

れ
て
い
る
。
然
し
、
此
章
の
間
近
い
処
を
迦
過
す
る
、
多
く
の

も
の
が
、
依
然
と
し
て
把
握
し
得
ず
、
而
し
て
蹟
罪
さ
れ
ず
に

お
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
或
る
良
心
の
な
い
民
衆
煽
動
は
、
如
何

々
る
子
段
に
よ
っ
て
、
此
の
法
律
の
係
蹄
を
避
け
得
る
か
を
、

余
り
に
も
よ
く
知
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
此
の
状
態
に
就
て
の
、
正
し
い
不
満
に
於
い
て
、
ビ
、
ス
マ
ル

ん
ノ
侠
は
、
一
八
七
六
年
、
二
月
九
日
の
議
会
演
説
に
於
て
、
次

の
如
く
述
て
い
る
、
　
「
若
し
、
誰
か
が
、
侮
辱
す
る
匿
名
主
義

の
手
紙
を
得
る
な
ら
ば
、
人
々
は
、
彼
が
此
の
乎
紙
を
紙
暦
の

中
へ
投
げ
る
こ
と
を
予
期
し
、
、
而
し
て
、
待
人
は
、
匿
名
の
侮

辱
と
誹
誘
を
書
く
こ
と
は
、
全
く
名
誉
の
な
い
仕
事
で
あ
る
と

い
ふ
見
解
に
於
い
て
、
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
是
に
関
す
る
憤

激
は
、
次
の
場
合
に
於
い
て
、
一
層
大
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
即

ら
、
若
し
も
、
是
等
の
手
紙
が
金
属
誌
で
あ
る
と
云
う
事
実
が
、

是
等
の
手
紙
が
多
数
の
人
及
へ
宛
て
て
毒
か
れ
た
こ
と
を
証
明

す
る
場
合
で
あ
る
。
然
し
、
是
等
の
乎
紙
が
印
刷
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
隈
り
、
事
情
は
全
く
異
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、

　
　
　
大
鼠
濃
水
噌
腐
の
壌
、
、
素
一
一
ト
一
需
一
干

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

人
々
が
返
答
す
可
き
は
、
公
衆
の
声
で
あ
か
Ｃ
然
る
に
、
其
は

同
じ
誹
誘
の
、
贋
名
の
誘
り
で
あ
り
、
是
等
が
由
来
す
る
起
源

は
、
繍
輯
者
た
る
は
稀
に
し
て
、
却
っ
て
通
信
貝
で
あ
り
、
無

名
氏
で
あ
る
。
又
是
に
反
対
し
て
、
吾
人
は
一
の
決
心
さ
れ
た
、

風
習
上
の
感
情
を
以
て
、
総
て
の
少
い
も
の
に
対
し
て
は
、
多

く
を
期
待
せ
な
い
の
で
あ
る
が
、
然
し
、
大
な
る
薪
聞
に
対
し

て
は
、
其
の
影
響
の
著
し
い
こ
と
を
、
認
め
ぎ
る
を
得
な
い
の

一
、
、
あ
る
。
広
く
弘
布
せ
る
、
政
党
の
機
関
と
し
て
役
立
っ
処
の

「
．
ク
ロ
イ
ツ
ァ
」
の
如
き
、
一
の
新
聞
が
、
高
位
の
人
々
に
対

し
て
、
最
も
大
な
る
、
ｎ
つ
晦
言
の
誹
誘
を
、
世
界
へ
も
た
ら

す
こ
と
を
、
敢
え
て
す
る
な
ら
ば
、
此
の
新
聞
か
、
最
高
の
法

律
上
の
権
威
の
判
断
に
応
じ
て
、
合
法
的
に
把
握
さ
れ
る
と
云

う
形
式
の
下
で
、
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

二

改

革

　
そ
の
目
的
の
為
め
に
、
薪
聞
だ
け
が
存
す
る
大
衆
は
、
す
で

に
疑
う
可
か
ら
ざ
る
方
法
に
於
い
て
、
次
の
こ
と
を
発
表
す
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
大
衆
は
、
無
名
の
論
文
に
於
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
（
岬
〇
一
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一
　
　
　
、
立
命
館
経
済
学
ト
席
羽
巻
…
第
三
号
）

て
、
政
党
の
政
策
に
役
立
つ
処
の
新
聞
に
は
、
疲
れ
て
来
た
の

で
あ
る
。
此
の
事
実
水
対
す
る
、
一
の
前
兆
は
、
す
で
に
述
べ

た
処
の
飛
躍
が
提
供
す
る
で
あ
っ
て
、
此
の
飛
躍
は
、
近
代
に

於
い
て
は
、
政
党
の
な
い
新
聞
が
発
行
す
る
に
至
っ
１
た
の
で
あ

１
る
。
読
者
は
、
次
の
様
な
こ
と
を
話
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、

若
し
も
、
今
日
、
曽
て
新
聞
の
内
容
が
、
著
者
名
を
隠
す
こ
と

を
以
て
す
る
よ
り
以
前
に
、
持
っ
可
き
、
他
の
も
の
が
な
い
な

ら
ば
、
人
序
は
、
論
文
に
よ
る
影
響
に
曝
ら
さ
れ
る
こ
と
を
欲

し
な
い
。
而
し
て
、
此
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
誰
が
其
の
背
後

に
あ
る
か
は
、
知
ら
ず
し
て
、
却
て
、
日
々
の
報
告
の
材
料
と

器
官
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
得
る
の
で
満
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

是
等
の
器
官
は
、
単
な
る
報
告
と
教
示
に
制
隈
さ
れ
て
居
り
、

或
る
特
定
の
傾
向
に
従
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
事
実

に
対
す
る
、
次
の
他
の
証
拠
は
、
一
の
、
賢
明
な
新
聞
の
企
業

家
が
、
次
の
様
な
者
に
帰
着
す
る
こ
と
が
出
来
た
点
に
存
す
る
。

即
ち
、
　
「
新
聞
の
匿
名
主
義
を
排
除
し
、
而
し
て
、
各
論
文
に

著
者
の
名
前
を
附
す
る
こ
と
」
こ
れ
で
あ
ポ
。
此
の
、
新
聞
の
、

私
の
前
に
あ
る
企
図
に
於
い
て
、
次
の
様
な
、
熟
考
の
日
が
導
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
ニ
ニ
・
（
個
〇
二
）

れ
る
。
即
ち
、
経
済
上
、
政
治
上
、
科
学
上
及
び
芸
術
上
の
職

能
は
、
国
家
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
多
方
面
且
つ
錯
綜
し
て
屠

り
、
為
め
に
、
是
等
の
も
の
を
取
扱
う
に
は
、
専
門
的
権
威
者

の
、
永
久
的
の
協
カ
が
、
欠
け
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一

の
権
威
者
の
意
見
に
対
し
て
は
、
た
と
ひ
此
の
権
威
者
が
現
実

の
間
題
を
取
扱
う
と
も
、
責
任
の
あ
る
編
輯
者
は
、
彼
が
其
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

著
者
を
、
そ
の
公
の
責
任
性
か
ら
解
放
す
る
意
義
に
於
い
て

入
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
日
刊
」
の
協
労
者
は
、

自
．
か
ら
、
そ
の
立
場
に
対
す
る
完
全
な
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
、

「
日
刊
」
の
知
的
水
準
は
、
極
め
て
高
く
、
為
め
に
、
そ
れ
は
、

薪
聞
と
し
て
一
の
階
級
を
自
か
ら
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

到
る
処
・
た
と
い
小
さ
い
論
丈
で
あ
っ
て
も
、
読
者
に
働
き
か

け
ん
と
す
る
も
の
は
、
個
人
的
に
形
成
さ
れ
た
、
文
学
え
の
労

作
で
あ
る
。
吾
人
の
国
家
の
、
如
何
に
多
く
の
精
神
上
の
カ
が
、

「
日
刊
」
に
よ
っ
、
て
、
公
共
に
於
る
働
ら
き
に
引
用
さ
れ
る
か

は
、
号
の
多
数
の
内
容
を
一
見
す
れ
ば
、
証
明
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
」
。

　
新
聞
が
少
く
と
も
初
め
に
持
っ
た
処
の
成
功
は
、
此
の
見
解



が
公
衆
に
よ
っ
て
分
た
れ
た
こ
と
を
、
証
明
す
る
の
で
あ
る
、

若
し
此
の
成
功
が
、
彼
に
、
見
た
処
、
忠
実
に
留
る
に
至
ら
ず
、

而
し
て
、
新
聞
制
度
の
、
一
の
薪
し
い
時
代
が
、
我
国
に
あ
っ

て
、
導
き
込
ま
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
次
の
様
な
人
疋
の
主
張

は
、
正
当
に
維
持
さ
れ
た
様
に
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
主
張
す

る
処
は
、
一
の
新
聞
に
於
い
て
、
そ
の
名
前
を
以
て
、
或
一
定

の
見
解
を
守
る
処
の
権
威
者
の
登
場
は
、
・
尚
ほ
日
刊
新
聞
に
適

当
で
あ
る
如
き
表
現
の
一
種
を
、
保
証
せ
な
い
の
で
あ
る
。
薪

聞
記
者
は
、
其
の
特
別
な
文
体
の
形
式
へ
の
親
し
み
と
薪
聞
読

者
の
欲
望
へ
の
順
応
に
、
代
位
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
尚
他
に
一
の
間
題
が
あ
る
。
一
八
九
二
年
、
独
逸
新
聞
記
肴

及
び
文
士
協
会
の
連
盟
は
、
匿
名
主
義
に
就
い
て
、
規
約
を
施

設
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
い
当
時
、
名
前
を
挙
げ
る
（
と
に

反
対
し
て
、
新
聞
の
、
尚
ほ
数
多
く
の
所
属
者
、
特
に
発
行
者

が
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
当
時
、
反
対
者

の
多
数
が
あ
り
、
而
か
も
、
そ
れ
は
正
に
発
行
春
で
あ
っ
た
。

署
名
き
れ
た
論
文
に
ま
で
旋
回
さ
れ
て
、
反
対
し
た
の
で
あ
る
、

何
と
な
れ
ば
、
彼
等
は
、
署
名
さ
れ
た
論
文
は
、
企
業
者
に
と

　
　
　
大
量
通
綜
交
通
と
新
聞
の
贋
名
主
義
（
下
）
　
（
淡
川
）

っ
て
も
亦
、
有
利
で
あ
る
こ
と
を
、
確
信
し
た
か
ら
で
あ
る
、

独
逸
薪
聞
制
度
の
よ
き
識
者
は
、
次
の
こ
と
を
観
察
せ
ん
と
す

る
様
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
吾
人
の
日
刊
薪
聞
は
、

其
の
最
も
意
義
あ
る
器
官
に
於
い
て
、
匿
名
主
義
の
権
利
の
実

行
を
断
念
す
可
く
初
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
、

　
改
革
が
内
部
よ
り
来
り
、
強
制
手
段
を
必
要
と
せ
な
い
な
ら

ば
、
そ
れ
は
最
も
聖
ま
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
次
の
こ

と
は
、
殆
ど
多
く
希
望
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
申
級
及

び
小
さ
い
薪
聞
は
、
個
え
の
、
大
な
る
新
聞
の
先
行
に
随
う
で

あ
ろ
う
。
而
し
て
、
正
に
申
級
、
小
級
の
薪
聞
に
於
い
て
、
無

名
主
義
が
最
も
破
壊
的
に
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
編
輯
及
ぴ
大

衆
は
、
従
来
の
状
態
に
慣
れ
る
様
に
な
っ
て
来
た
。
而
し
て
、

此
の
状
態
を
以
て
、
愉
快
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即

ち
、
匿
名
主
義
の
、
一
の
結
果
で
あ
る
処
の
、
薪
聞
内
容
の
公

権
的
抑
厭
に
反
対
し
て
、
匿
名
主
義
は
、
編
輯
者
の
良
心
に
対

す
る
、
一
の
教
育
手
段
で
あ
る
。

　
吾
人
は
学
び
易
え
る
こ
と
の
困
難
を
軽
視
す
る
必
要
は
な
い
、

一
般
の
名
前
指
示
は
、
こ
の
こ
と
が
爾
来
普
通
で
あ
っ
た
時
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
デ
（
岨
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立
命
触
艦
済
ヤ
（
壌
四
巻
’
璃
三
弓
〉

編
輯
の
全
く
他
の
種
類
を
条
件
付
け
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、

大
衆
も
亦
、
そ
の
新
聞
を
、
他
の
眼
を
以
て
読
む
こ
・
と
を
、
学

ば
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
是
等
両
者
に
対
し
て
一
一
種
の
教

育
作
業
が
、
初
ま
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
此
の
作
業
は
、
縢

漸
進
的
に
の
み
健
全
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
編
揖
上
の
部
分

が
間
題
に
な
る
隈
り
、
読
者
が
出
来
る
だ
け
多
く
熟
考
に
ま
で
、

而
し
て
、
個
疋
の
報
告
及
び
文
献
を
自
己
で
判
断
す
る
こ
と
に

迄
指
導
さ
れ
る
方
法
で
公
開
解
放
す
る
こ
と
が
成
功
す
る
か
否

か
は
、
此
の
際
、
決
定
的
な
意
義
を
持
ち
来
る
で
あ
ろ
う
。
現

今
は
、
個
友
の
も
の
が
、
提
供
さ
れ
た
大
量
の
裡
に
融
合
し
て

行
く
の
で
あ
る
。
総
て
の
報
告
及
び
原
稿
は
、
等
し
い
確
実
性

と
信
懸
へ
の
要
求
を
以
て
現
は
れ
、
而
し
て
、
無
批
判
に
受
け

容
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
若
し
読
省
が
元
来
批
判
的
で
あ
る
な
、

ら
ぱ
、
読
者
は
、
総
て
の
も
の
に
対
し
て
、
等
し
く
深
く
根
ざ

し
た
不
信
用
を
、
直
面
せ
し
め
、
多
く
の
場
合
に
於
い
て
は
、

不
正
を
も
っ
て
当
る
の
で
あ
る
。
若
し
彼
が
よ
き
信
仰
的
な
性

質
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
の
、
薪
聞
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
、
何

れ
も
、
彼
に
と
っ
て
て
は
、
福
音
書
の
一
片
で
あ
る
。
彼
が
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
一
凹
，
（
四
〇
岬
）

の
福
音
押
を
受
け
容
れ
た
如
く
に
、
更
ら
に
之
を
遠
方
に
運
ぶ
。

編
輯
者
は
．
職
業
通
り
に
、
批
判
な
し
に
は
働
か
な
い
の
で
あ
る
。

若
し
彼
が
良
心
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
、
彼
に
は
全
然
責
任

価
値
な
し
と
思
は
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
抗
議
を
申
し
込
む
で

あ
ろ
う
。
然
し
或
物
が
一
度
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
な
ポ
ぱ
、
彼

に
対
し
て
す
ら
、
印
刷
さ
れ
た
も
の
の
暗
示
的
な
力
が
、
作
用

す
る
様
に
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

　
専
門
紙
に
於
い
て
は
、
璽
序
次
の
様
な
こ
と
が
、
非
難
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
繍
輯
に
よ
っ
て
、
専
門
紙
に
．

到
達
す
る
原
稿
が
、
．
至
当
な
敬
意
を
以
て
取
り
扱
は
れ
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
吾
人
は
、
此
の
際
、
読
者
層
の
欲
望
に
、
叉

は
紙
面
の
惟
間
の
関
係
に
適
合
さ
す
為
め
に
、
他
人
の
精
神
上

の
財
産
に
就
て
企
て
ら
れ
る
処
の
拒
絶
、
抹
殺
及
び
変
更
を
、

眼
中
に
持
つ
。
事
実
上
の
事
件
に
つ
い
て
の
報
告
に
あ
っ
て
、

か
か
る
干
渉
が
発
生
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
著
者
は
い
む
し
ろ
独

得
の
薪
聞
的
創
作
の
事
件
が
間
題
と
な
る
場
合
よ
り
も
、
一
層

早
く
安
心
す
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
事
実
上
、
編
輯
上
の
意

志
は
、
是
等
の
前
に
は
止
る
の
で
あ
る
。
そ
の
個
人
的
性
質
が
、



杵
し
倫
文
に
著
者
名
を
、
小
す
二
と
に
よ
っ
て
刻
印
◇
、
・
れ
、
而
し

て
、
万
事
が
、
無
差
別
に
無
名
の
料
理
壷
へ
、
編
揖
の
推
論
が

欲
す
る
如
く
に
、
沈
ま
な
い
な
ら
ば
、
最
も
歓
迎
す
可
き
こ
と

で
あ
ろ
う
。
此
の
壷
か
ら
、
読
者
の
精
神
上
の
食
事
が
採
ら
れ

る
訳
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
若
干
の
編
輯
者
は
、
他
人
の
論
文
に
於
い
て
、
彼
等
が
憤
激

す
る
こ
と
が
あ
る
個
処
を
の
み
求
め
る
こ
と
に
、
慣
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
求
め
る
人
、
其
の
人
は
、
自
然
に
見
出
し
、
而
し

て
、
此
の
状
態
は
、
少
か
．
ら
ず
、
新
聞
の
非
物
件
的
の
調
子
に

貢
献
す
る
。
若
し
、
人
が
是
等
の
新
聞
か
ら
、
悪
い
気
分
の
流

出
を
遠
去
け
得
る
と
す
れ
ば
、
此
の
際
、
争
う
べ
く
も
な
く
、

諸
事
件
は
得
、
而
し
て
、
了
解
は
容
易
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

．
さ
て
、
資
料
の
出
来
る
だ
け
広
範
囲
の
公
開
の
原
則
は
、
実

際
上
、
如
何
に
し
て
実
現
さ
れ
得
る
か
。
新
聞
が
、
電
信
代
理

人
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
報
告
を
内
容
と
す
る
限
り
、
そ
の
報

告
が
由
来
す
る
処
の
も
の
は
、
官
房
と
名
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
大
衆
は
、
時
兵
、
ど
の
政
府
に
依
存

す
る
か
、
信
頼
の
ど
の
程
度
が
報
知
に
帰
す
る
か
、
注
意
を
喚

　
　
　
大
量
通
信
交
通
と
新
聞
の
匿
名
主
義
（
下
）
　
（
淡
川
）

○起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
逝
に
か
ら
来
る
処
の
論
文
は
、
峻
々
す

で
に
普
通
で
あ
る
如
く
に
、
そ
の
頭
言
に
依
つ
て
、
標
識
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
常
備
の
通
信
員
が
送
り
込
む
処
の
、

全
体
の
通
信
素
材
は
、
標
識
を
備
付
け
ら
る
可
き
で
あ
ろ
う
。

婁
友
、
他
の
場
所
で
、
永
続
し
て
、
一
の
薪
聞
を
と
っ
て
い
る

処
の
通
信
員
は
、
政
治
的
事
件
に
つ
い
て
の
気
分
報
告
及
ぴ
議

論
的
の
評
論
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
然
し
、
独
創
的
の
精
神

創
造
物
は
、
事
実
の
報
告
の
後
に
は
甚
し
く
ひ
そ
み
、
為
め
に
、

後
者
に
は
、
多
分
、
決
定
的
の
意
味
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
勿
論
、
通
信
提
供
者
の
、
私
的
の
電
信
ば
、
同
じ
方
法

に
於
い
て
、
標
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
其
の
起
草
者
叉
は
報
告
者
が
正
し
い
基
礎
付
け
を
痔
っ
た
処

の
通
信
及
び
論
文
は
、
完
全
に
閉
鎮
さ
れ
る
必
要
が
な
か
っ
た
。

是
等
の
も
の
は
、
指
導
的
編
輯
の
下
に
於
い
て
、
更
ら
に
展
開

し
て
出
現
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
最
等
の
も
の
は
、
稀
な

る
例
外
の
場
合
に
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
場
合
に
於
い

て
は
、
公
開
に
対
す
る
、
よ
り
高
い
利
益
が
、
指
示
的
に
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
（
四
〇
五
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此
の
限
り
に
於
い
て
は
、
薪
聞
に
於
け
る
匿
名
主
義
は
、
叉

更
ら
に
残
留
す
る
で
あ
１
ろ
う
。
然
し
、
資
料
指
示
の
遂
行
は
、

読
者
に
批
判
の
手
段
を
手
交
す
る
で
あ
ろ
う
。
読
者
は
、
此
の

方
法
に
は
、
自
来
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
署
名
に
対
す
る

義
務
は
、
独
創
的
の
精
神
上
の
行
為
、
叉
は
施
設
、
或
い
は
人

間
へ
の
攻
撃
が
問
題
と
な
る
場
合
に
隈
り
、
行
は
れ
る
で
あ
ろ
、

う
。
然
し
、
私
は
、
仏
蘭
西
に
於
け
る
当
時
と
同
様
に
、
ど
の

論
文
が
、
そ
の
著
者
の
名
前
を
指
示
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
を
、
法

律
的
に
規
定
さ
れ
得
る
と
は
思
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
規

定
は
、
内
容
の
標
識
へ
任
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、

形
式
的
に
取
扱
は
れ
て
、
確
か
に
、
巡
固
と
不
正
に
導
く
で
あ

ろ
う
、

　
若
し
、
人
が
、
次
の
こ
と
を
望
む
な
ら
ば
、
そ
れ
は
新
聞
記

者
階
級
の
、
一
般
的
の
向
上
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、

編
輯
者
及
び
協
労
者
、
所
謂
自
由
文
士
の
間
に
、
著
者
の
名
前
’

を
挙
げ
る
様
に
、
要
求
す
る
こ
と
が
、
そ
の
階
級
の
名
誉
と
階

級
の
習
慣
の
拒
絶
す
可
か
ら
ざ
る
詫
に
な
る
。
か
く
な
れ
ば
、

こ
の
こ
と
は
、
確
か
に
、
あ
ら
り
る
、
他
の
手
段
に
先
行
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
六
（
四
〇
六
）

で
あ
ろ
う
。
断
乎
た
る
職
業
制
度
が
、
支
持
的
に
干
渉
す
る
場

合
の
如
き
、
其
の
最
も
効
果
的
な
面
で
あ
る
。
立
法
は
、
此
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

場
合
、
’
無
名
に
出
版
さ
れ
る
論
文
に
対
し
て
、
印
刷
へ
の
保
護

を
拒
絶
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
補
助
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
、
特
権
を
与
え
る
事
の
、
此
の
種
の
も
の
に
対
す

る
、
よ
り
確
か
な
る
基
準
が
、
そ
れ
が
現
在
存
立
し
て
い
る
も

の
に
比
し
て
、
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
無
名
の
、
精
神
上
の
財

産
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
然
し
、
殆
ど
そ
れ
自
体
に
於
い
て
、

一
の
反
対
で
あ
る
。

　
此
の
方
法
で
処
理
し
て
行
け
る
か
ど
う
か
は
、
経
験
が
教
え

ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ゑ
う
。
出
版
者
は
、
提
案
さ
れ
た
制
度
の
弘

布
に
対
し
て
は
、
カ
の
及
ぶ
隈
り
、
反
対
す
る
で
あ
ろ
う
。
蓋

し
、
彼
等
は
、
現
在
の
状
態
か
ら
、
利
益
を
得
て
い
る
か
ら
で

あ
り
、
私
に
対
し
て
、
彼
等
の
申
の
一
人
が
告
白
し
た
如
く
に
、

彼
等
は
、
次
の
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
著
者

の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
は
、
相
互
に
才
能
あ
る
カ
を
弛
め
る
可

く
、
競
争
者
を
誘
致
す
る
。
然
し
、
此
の
点
に
、
．
次
の
様
な
、

一
の
状
態
が
存
す
る
。
即
ち
、
此
の
、
最
後
の
も
の
は
、
署
名



’

な
し
に
は
、
何
物
を
も
出
版
せ
し
め
な
い
と
云
う
こ
と
を
、
誘

発
す
る
に
相
違
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
．

　
大
体
に
於
て
、
薪
聞
で
は
、
独
創
的
の
、
精
神
上
の
創
作
物

は
、
単
に
報
告
す
る
読
材
の
大
量
か
ら
、
読
者
に
と
っ
て
は
、

認
め
得
る
様
に
分
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
吾
人
の
、
公
的
生
活
の
浄
化
に
、
無
隈
に
多
く
貢
献
す
る

で
あ
ろ
う
。
公
衆
は
、
薪
聞
自
体
か
ら
、
そ
の
内
容
を
、
批
判

力
を
以
て
受
け
取
る
こ
と
に
ま
で
、
教
育
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

蓋
し
、
内
容
の
、
総
て
の
、
個
序
の
部
分
を
、
そ
の
根
元
に
逆

る
こ
と
が
、
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
特
定
の
名
前
の
下
に
出
版

さ
れ
る
論
文
に
は
、
箪
な
る
通
信
よ
り
は
、
他
の
尺
度
を
置
く

で
あ
ろ
う
。
特
に
、
然
し
、
ヘ
ン
の
労
作
者
は
、
そ
の
精
神
上

の
果
物
を
消
費
す
る
人
々
の
尊
敬
に
於
い
て
、
彼
の
報
酬
を
、

よ
り
多
く
求
め
る
こ
と
を
学
ぶ
で
あ
ろ
う
。
此
の
場
合
、
企
業

家
の
賛
成
よ
り
も
、
よ
り
多
く
を
期
待
す
る
の
で
あ
っ
て
、
企

業
家
は
、
彼
か
ら
は
、
そ
の
事
業
利
益
の
促
進
を
期
待
し
、
其

の
万
一
の
転
換
に
対
し
て
は
、
支
持
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
大
衆

に
対
す
る
地
位
は
、
一
冊
の
本
の
著
者
の
地
伎
と
同
じ
も
の
に

　
　
　
大
母
遁
信
交
遁
と
新
聞
の
匿
名
主
義
（
下
）
　
（
淡
川
）

な
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
其
の
本
の
労
作
の
背
後
に
は
、
彼

に
よ
っ
て
給
付
せ
ら
る
可
き
精
神
上
の
労
作
の
程
度
が
、
た
し

か
に
、
多
く
の
場
合
に
於
い
て
は
、
残
留
し
な
い
の
で
あ
る
。

吾
人
は
、
現
実
に
、
此
の
労
作
の
種
類
の
尊
貴
を
揚
げ
る
こ
と

が
出
釆
る
処
の
、
一
の
手
段
を
、
都
下
す
可
き
、
こ
の
権
利
を

持
つ
か
。

　
以
上
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
自
明
的
に
、
唯
薪
聞
の
綴
輯
者

の
労
作
の
対
象
と
な
る
部
分
に
関
係
す
る
の
み
で
あ
る
。
故
に
、

政
治
、
薪
聞
の
雑
録
欄
及
び
商
業
の
部
分
で
あ
る
。
然
し
、
軸

近
の
日
刊
薪
聞
は
、
此
の
一
般
的
部
分
以
前
に
、
尚
ほ
通
常
の
、

叉
は
第
二
の
要
素
を
内
容
と
す
る
。
そ
れ
は
、
官
庁
及
び
私
人

の
出
版
欲
望
及
び
営
利
目
的
に
対
す
る
、
読
者
の
、
彼
の
も
の

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
を
利
用
す
る
上
に
一
）
繭
す
る
。
吾
人

は
、
此
の
場
合
、
広
告
欄
と
云
う
こ
と
が
常
で
あ
る
。
而
か
も
、

大
抵
、
次
の
こ
と
を
気
付
く
こ
と
が
、
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、

広
告
欄
に
於
い
て
は
、
次
の
、
峻
別
せ
ら
れ
る
可
き
要
素
が
、

含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
と
は
、
公
的
及
び
私
的

の
公
示
事
項
、
是
等
に
あ
っ
て
は
、
箪
に
出
来
る
だ
け
広
い
層

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
七
（
四
〇
七
）
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へ
の
報
告
が
、
努
め
ら
れ
る
。
而
し
て
、
他
の
一
つ
は
、
事
業

の
広
告
こ
れ
で
あ
り
、
是
に
あ
っ
て
は
、
何
等
か
の
、
私
的
利

益
の
獲
得
を
、
其
の
目
的
と
す
る
。
そ
れ
が
、
販
売
叉
は
購
買

に
よ
る
も
の
た
る
と
、
貸
借
に
よ
。
る
も
の
た
る
と
、
将
た
叉
労

働
の
提
供
に
よ
る
も
の
た
る
と
、
そ
の
何
れ
の
場
合
た
る
を
間

は
１
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
の
場
合
で
も
、
広
告
の
部
分

は
、
出
板
者
の
企
業
に
あ
っ
て
は
、
編
輯
部
分
と
は
別
の
役
目

を
演
ず
る
の
で
あ
る
。
後
者
が
、
彼
に
と
っ
て
は
、
投
資
を
原

因
す
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
、
彼
に
と
っ
て
、
利
潤
を
費
す

の
で
あ
る
。
而
し
て
、
若
し
、
吾
人
狐
、
彼
の
費
用
が
、
此
の

場
合
、
目
指
さ
れ
る
可
き
利
潤
の
為
め
に
の
み
使
用
さ
れ
る
こ

と
を
承
認
す
る
な
ら
ば
、
吾
人
は
大
低
の
場
合
、
道
を
誤
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
発
行
者
は
、
彼
の
編
輯
の
労
作
が
新
聞
に
確
保

す
る
に
至
っ
た
処
の
読
者
圏
を
、
各
及
の
支
払
能
力
あ
る
私
的

利
益
へ
売
る
の
で
あ
る
。
此
の
こ
と
が
、
実
際
に
於
い
て
は
、

企
業
者
の
理
解
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
、
そ
の
広
告
を
以
て
、

企
業
者
は
自
已
の
新
聞
を
広
告
の
為
め
に
推
挙
す
る
事
情
が
、

示
す
で
あ
ろ
う
。
此
の
点
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
近
き
将
来
に
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
八
（
四
〇
八
）

い
て
は
、
一
の
変
化
が
、
も
た
ら
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
然

し
、
一
の
、
鋭
い
分
隔
が
、
新
聞
の
、
次
の
様
な
部
分
の
間
に

生
じ
て
来
る
こ
と
は
、
一
般
の
興
味
に
存
す
る
。
即
ち
、
公
の

事
件
に
俸
げ
ら
れ
た
部
分
と
、
各
私
人
に
解
放
さ
れ
て
い
る
部

分
と
の
間
の
分
割
が
そ
れ
で
あ
り
、
金
と
交
換
で
、
公
衆
の
注

意
を
、
彼
の
特
別
利
益
に
ま
で
要
求
す
可
く
解
放
さ
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
後
者
は
、
多
分
私
企
業
に
、
前
と
同
様
に
、
今
後
も

搾
取
の
為
め
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
、
多
く
の
新
聞
に
於
て
は
、
広
告
の
部
分
か
ら
編

輯
内
容
へ
の
過
渡
を
形
成
し
、
而
し
て
、
著
し
い
名
称
に
広
告

の
部
分
を
導
く
処
の
、
彼
の
取
扱
い
難
い
申
間
の
見
出
し
を
完

全
に
排
除
す
る
こ
と
は
、
編
輯
及
び
出
版
者
に
と
っ
て
て
は
、

名
誉
に
関
す
る
事
項
と
な
る
可
き
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
、
此
の
見

出
し
に
於
い
て
生
ず
る
報
告
は
、
企
図
的
に
、
読
者
圏
を
誤
り

に
導
く
可
き
計
画
で
あ
る
。
是
等
の
報
告
は
、
外
観
的
に
は
、

編
輯
の
告
示
の
形
式
を
採
り
、
而
し
て
、
全
体
の
利
益
に
存
す

る
も
の
と
し
て
、
私
的
の
営
利
企
図
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
も

の
を
、
発
行
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
の
で
あ
る
。
新
聞
企
業
者
に



と
っ
て
は
、
此
の
場
合
、
次
の
様
な
信
楓
が
、
少
し
も
許
容
さ

れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
が
、
大
衆
を
詐
る
為
め
に
、

手
を
仲
ば
す
こ
と
に
対
し
て
、
普
通
の
広
告
の
二
倍
乃
至
六
倍

の
価
格
を
支
払
は
し
め
る
。

　
新
聞
は
、
此
の
不
見
識
極
る
状
態
を
、
久
し
き
以
来
、
そ
の

自
己
の
利
益
に
於
い
て
、
当
然
排
除
す
可
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。

然
し
、
遺
憾
な
こ
と
に
は
、
此
の
為
め
に
は
、
玲
ど
希
望
が
む

い
と
云
う
こ
と
は
、
従
来
の
経
験
が
、
結
論
と
し
て
生
ず
る
。

而
し
て
、
此
の
目
的
に
到
達
し
得
る
為
め
に
は
、
他
の
手
段
が

な
い
か
ど
う
か
の
問
題
が
、
擦
頭
す
る
。
此
の
際
、
立
法
的
処

置
な
し
に
は
、
切
り
抜
け
ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
此
の
立
法

は
、
一
八
九
六
年
、
六
月
二
十
三
日
の
株
式
方
規
・
七
六
条
に
、

体
刑
び
罰
金
刑
を
以
っ
て
、
次
の
様
な
場
合
を
処
罰
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
即
ち
、
薪
聞
に
よ
っ
て
、
株
価
を
鐙
乱
せ
ん
と
し

て
、
企
図
的
な
報
告
を
為
し
、
利
益
を
約
東
し
、
保
証
す
る
も

の
は
、
罰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
司
法
裁
判
が
、
之

を
広
告
の
部
分
へ
適
用
す
る
か
ど
う
か
、
正
に
疑
は
し
い
の
で

あ
っ
て
、
此
の
広
告
の
部
分
は
、
株
式
事
務
に
対
し
て
も
亦
、

　
　
　
大
量
通
信
交
通
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新
聞
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主
義
（
下
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（
淡
川
）

唯
稀
に
の
み
要
求
さ
れ
る
の
、
で
あ
る
。
抑
閉
の
所
有
肯
に
と
っ

て
、
広
告
の
部
分
の
怖
格
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
利
溢
が
、
此

の
個
処
に
於
け
る
広
告
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
実
行
と
の
不
釣

合
は
、
指
示
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
一
の
一
般
的
規

定
が
必
要
と
な
る
訳
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
日
刊
新
聞
に
於
け
る

広
告
の
部
分
を
、
全
然
消
失
せ
し
め
る
と
云
う
規
定
で
あ
る
。

　
然
し
、
坤
に
之
の
み
を
以
て
し
て
は
、
彼
の
分
側
を
有
効
に

遂
行
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
更
ら
に
、
法
律
上
の

規
定
が
、
加
は
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
之
は
新
聞
の
編
輯
の
部
分
に

於
け
る
、
商
業
上
の
利
益
の
要
求
を
禁
じ
、
詳
言
す
れ
ば
、
直

接
の
支
払
の
場
合
に
於
け
る
の
み
な
ら
ず
、
可
な
り
大
な
る
広

告
の
委
託
に
於
け
る
覆
面
の
副
効
果
と
し
て
、
之
を
禁
止
す
可

き
で
あ
る
。
若
干
の
広
告
発
送
が
、
そ
の
顧
客
に
、
此
の
後
の

方
向
に
於
い
て
、
「
事
務
規
則
」
の
下
に
、
そ
の
商
品
目
録
を

送
る
処
の
約
束
は
、
新
聞
に
対
す
る
、
一
の
汚
辱
で
あ
る
。
而

し
て
、
此
の
場
合
は
、
株
式
法
の
七
六
条
が
著
し
く
拡
大
さ
れ

て
、
新
聞
の
編
輯
部
分
に
於
け
る
報
告
に
よ
っ
て
、
私
的
利
益

が
保
証
さ
れ
る
時
に
、
消
失
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
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現
今
事
情
が
横
は
る
如
く
に
、
新
聞
に
於
け
る
公
的
と
私
的

の
利
益
と
の
間
の
、
徹
底
的
の
分
割
が
、
改
良
に
ま
で
立
ち
到

る
で
あ
ろ
う
。
匿
名
主
義
だ
け
の
排
除
を
以
て
し
て
は
、
此
の

目
的
に
は
到
達
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
匿
名
主
義
は
、

推
薦
さ
れ
た
浄
化
過
程
と
協
同
し
て
、
本
質
的
に
編
輯
の
影
響

を
強
め
、
而
し
て
、
精
神
上
の
労
作
に
、
そ
の
権
威
あ
る
地
位

の
一
に
ま
で
得
せ
し
め
る
こ
と
に
、
貢
献
す
る
で
あ
ろ
う
。
而

か
も
、
此
の
場
合
、
企
業
者
の
正
当
な
事
業
利
益
を
、
脅
か
す

こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
総
て
の
世
界
は
、
現
今
、
薪
聞
の
改
革
を
論
じ
て
い
る
。
而

し
て
、
匿
名
主
義
の
維
持
す
可
か
ら
ぎ
る
こ
と
に
対
す
る
、
最

も
明
白
な
証
拠
は
、
一
般
に
従
来
の
状
態
に
、
此
の
言
を
云
は

ん
と
す
る
傾
向
あ
る
人
々
す
ら
も
、
手
段
を
求
め
つ
つ
あ
る
。

か
く
し
て
、
そ
の
共
同
責
任
を
白
覚
し
て
い
る
、
よ
い
新
聞
と
、

公
の
利
益
を
裏
切
る
、
悪
い
新
聞
と
の
間
に
、
区
別
が
認
め
ら

る
可
く
、
よ
い
薪
聞
に
は
、
匿
名
主
義
の
正
当
性
が
、
相
当
す

る
が
、
「
公
の
利
益
を
裏
切
る
」
新
聞
は
、
「
匿
名
主
義
の
保

護
の
下
に
、
暗
か
ら
、
そ
の
矢
を
射
る
可
き
言
葉
」
を
も
亦
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
（
四
一
〇
）

失
う
可
き
で
あ
る
。
然
し
、
誰
が
、
．
羊
を
山
羊
か
ら
区
別
す
る

こ
と
を
、
敢
て
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
此
の
提
案

は
、
額
上
に
実
行
し
得
ら
れ
ざ
る
ご
と
の
符
号
を
帯
び
る
。

　
他
の
人
疋
は
、
各
人
に
、
次
の
様
な
権
利
を
認
め
ん
こ
と
を

欲
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
一
の
新
聞
の
、
あ
ら
ゆ
る
主
張
に

反
対
し
て
、
同
一
の
新
聞
に
於
い
て
、
反
対
論
文
に
対
し
て
、

紙
面
を
要
求
す
る
権
利
こ
れ
で
あ
る
。
無
名
の
主
張
に
対
し
て

は
、
個
々
の
人
々
が
、
そ
の
名
前
を
以
て
登
場
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
薪
聞
発
表
の
効
能
が
、
絶
滅
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
ら

に
、
他
の
人
々
は
、
薪
聞
の
、
一
の
杜
会
化
の
救
済
を
期
待
す

る
の
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
現
在
の
状
態
が
、
耐
え
ら
れ

な
く
な
っ
て
来
た
こ
と
は
、
一
致
す
る
処
で
あ
り
、
匿
名
主
義

を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
総
て
の
欠
陥
を
救
済
し
得

る
こ
と
は
、
一
人
の
洞
察
者
も
、
期
待
せ
な
い
処
で
あ
る
。
此

の
方
法
で
到
達
さ
れ
得
る
改
良
に
就
て
は
、
殆
ど
疑
い
得
ら
れ

ぬ
処
で
あ
ろ
う
。

、




